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2025 年 2 月 20 日 

 

吸収分割に係る事前開示書面 

 

（吸収分割会社：会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 183 条に基づく開示事項） 

（吸収分割承継会社：会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 192 条に基づく開示事項） 

 

東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号 

コネクシオ株式会社 

代表取締役 目時 利一郎       

 

神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号 

ＩＴＸコミュニケーションズ株式会社 

代表取締役 高田 泰司 

 

 コネクシオ株式会社（以下「吸収分割会社」といいます。）及びＩＴＸコミュニケーショ

ンズ株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）は、両当事者間で締結した 2025 年

2 月 17 日付吸収分割契約書（以下「本件契約」といいます。）に基づき、2025 年 4 月 1 日を

効力発生日（以下「本件効力発生日」といいます。）として、吸収分割会社のａｕショップ

事業に関する権利義務（以下「本件承継権利義務」といいます。）を吸収分割承継会社に承

継させる吸収分割（以下、「本件分割」といいます。）を行うことにいたしました。 

つきましては、会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条並びに会社法 794 条

第 1 項及び会社法施行規則第 192 条の規定に従い、下記のとおり吸収分割契約の内容その

他法務省令で定める事項を記載した書面を備え置くことといたします。 

 

記 

 

１．本件契約の内容に関する事項 

  別添資料１のとおりです。 

 

２．分割対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 1 号イ及び第 192 条第 1

号） 

  本件分割に際しては、吸収分割承継会社は、吸収分割会社に対して本件承継権利義務の

対価として株式、金銭その他の財産を交付いたしませんが、本件分割は、株式会社ノジ

マの完全子会社間において行われることから相当であると判断しております。 

 



2 
 

３．吸収分割に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3

号及び第 192 条第 3 号） 

  該当事項はありません。 

 

４．吸収分割会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 5 号イ、第 192 条第 4 号） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

   別添資料２のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨

時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

   該当事項はありません。 

 

５．吸収分割承継株式会社に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号、第 192 条第 6 号

ロ） 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

   別添資料３のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨

時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

   該当事項はありません。 

 

６．本件効力発生日後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社の債務の履行の

見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号及び第 192 条第 7 号） 

（１） 吸収分割会社の債務の履行の見込みに関する事項 

   本件効力発生日以降における吸収分割会社の債務の履行の見込みに関して、以下の

とおり判断しました。 

吸収分割会社の 2024 年 3 月 31 日現在の貸借対照表における資産の部の合計金額及

び負債の部の合計金額はそれぞれ 97,378 百万円及び 84,937 百万円です。 
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   本件分割により吸収分割会社が吸収分割承継会社へ承継する資産及び負債は、それ

ぞれ 2,602 百万円及び 1,015 百万円（2024 年 12 月 31 日現在）で、本件効力発生日以

降、本件分割の効力発生までの資産及び負債の変動を考慮しても、本件分割後も資産の

額が負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 

以上から、本件効力発生日以後の吸収分割会社の債務につき履行の見込みがあるも

のと判断しております。 

 

（２） 吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関する事項 

本件効力発生日以降における吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関して、以下

のとおり判断しました。 

吸収分割承継会社の 2024 年 3 月 31 日現在の貸借対照表における資産の部の合計金

額及び負債の部の合計金額はそれぞれ 26,548 百万円及び 11,617 百万円です。 

   本件分割により吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する資産及び負債は、そ

れぞれ 147 百万円及び 101 百万円（2024 年 12 月 31 日現在）で、本件効力発生日以降、

本件分割の効力発生までの資産及び負債の変動を考慮しても、本件分割後も資産の額

が負債の額を十分に上回ることが見込まれます。 

以上から、本件効力発生日以後の吸収分割承継会社の債務につき履行の見込みがあ

るものと判断しております。 

 

７．吸収分割契約等備置開始日後効力発生日までの間に、上記に変更が生じたときにおける

変更後の当該事項（会社法施行規則第 183 条第 7 号及び第 192 条第 8 号） 

  吸収分割契約等備置開始日後に上記の事項に変更が生じたときは、変更後の内容を直

ちに開示いたします。 

以上 
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吸収分割契約書

コネクシオ株式会社（以下「甲」としづ。）と IT Xコミュニケーションズ株式会社（以

下「乙」としづ。）は、甲の事業の一部を乙が承継する吸収分割（以下「本分割」としづ。）

に関し、次のとおり契約（以下「本契約」としづ。）を締結する。

第 1条（目的）

甲の事業のうち、 KDD  I株式会社に係る auショップ事業（以下「本件事業」としづ。）

を、本契約第6条に定める効力発生日（以下「本効力発生日」という。）をもって分割して

乙に承継させ、乙はこれを承継する。

第2条（本分割当事者の商号及び住所）

本分割に係る当事者は、以下のとおりとする。

(1）吸収分割会社甲

商号： コネクシオ株式会社

住所： 東京都港区虎ノ門四丁目 1番 1号

(2）吸収分割承継会社乙

商号： IT Xコミュニケーションズ株式会社

住所： 神奈川県横浜市西区南幸一丁目 1番 1号

第3条（承継する権利義務）

甲は、本分割により、別紙「承継権利義務明細表」記載の資産、負債その他の権利義務を

乙に承継する。

2 甲から乙に対する債務の承継は、免責的債務引受の方法による。

第4条（本分割に際して交付する金銭等）

乙は本分割に際して株式、金銭その他の財産を交付しない。

第5条（吸収分割承認総会）

甲および乙は、本効力発生日の前日までに、株主総会における本契約の承認（必要な場合

に限る。）その他の手続を行うものとする。

第6条（効力発生日）

本分割の効力発生日は、 2025年 4月 1日とする。但し、本分割の手続進行上の必要性そ

の他の事由により、甲乙協議の上、これを変更することができる。

第7条（競業避止義務）

甲は、本効力発生日以降で、あっても、本件事業に関し、法令によるか否かを問わず、 一切

の競業避止義務を負わない。

別添資料１



第8条（本分割条件の変更及び本分割契約の解除）

本契約締結の日から本効力発生日前日までの聞において、天災地変その他の事由により、

甲又は乙の資産状態又は経営状態に重大な変更が生じた場合、甲乙協議の上、本分割の条件

を変更し又は本契約を解除することができる。

第 9条（その他）

本契約書に定める事項のほか、本分割に際し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙協

議の上定める。

本契約締結の証として、本書1通を作成し、甲乙記名押印の上、乙が原本を、甲が写しをそ

れぞれ保有する。

2025年2月 17日

甲：

乙：
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承継権利義務明細表

乙が甲から承継する権利及び義務は、本効力発生日の直前時（以下「基準時」という。）

において甲が本件事業に関して有する以下の資産、債務、雇用契約その他の権利義務（以下

「承継対象権利義務」としづ。）とする。

1. 承継する資産

本件事業のみに属する以下の資産

(1）棚卸資産

(2）有形固定資産

(3）無形固定資産

(4）その他乙の運営に必要と認められるもの

2.承継する負債

本件事業のみに属する以下の負債

(1）預り金

(2）その他乙の運営に必要と認められるもの

3.雇用契約等

本件事業に主として従事する従業員に係る雇用契約及びこれに付随する権利義務は、

乙に承継しない。

4. 知的財産権

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他の知的財産権及びノウハウは、

乙に承継しない。

5.許認可等

甲が本件事業に関連して保有している一切の許認可、認可、承認及び登録等のうち、法

令その他の規制上承継が可能なもの。

6. 承継するその他の権利義務

本件事業に関する売買契約、業務委託契約、不動産賃貸借契約、リース契約その他本件

事業に関する一切の契約上の地位及び当該契約に基づき発生した一切の権利義務。

但し、これらの契約に基づき、基準時において甲が保有する一切の資産その他の権利、

並びに、基準時において甲が負担する一切の負債及び債務は除く。

7. その他

承継対象権利義務のうち、本契約締結後本効力発生日までに、（i）法令その他の規制上承

継が困難であること、又は（ii）承継することにより甲もしくは乙において本契約締結時に

は想定していなかった損失等を生じることが判明したものについては、承継対象権利義

務から除外する。

以上
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